
 
 
 

令和２年６月 第２回市議会定例会 

議案等概要 

 

１ 日  程 

（１） 招 集 告 示        ５月 ２２日（金） 

（２） 開 会         ６月  ２日（火） 

２  提出案件 

(１) 報 告           ９件 

  １ 予 算 の 繰 越           ６件 

  ２ 法人の経営状況           ３件 

      (２) 議       案          １４件 

   １ 条      例           ８件 

   ２ 補 正 予 算           １件 

   ３ 市 道 の 認 定 等           １件 

   ４ その他の単独議案           １件 

       ５ 条 例（最終日提出）    １件 

   ６ 補 正 予 算（最終日提出）    １件 

       ７ 人 事（最終日提出）    １件 

  

計               ２３件 

 

 

土 浦 市 
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提 出 案 件 一 覧 

報 告 

【予算の繰越 ６件】 

１ 報告第１５号 予算の繰越しについて（令和元年度土浦市一般会計継続費繰越計算書) 

２ 報告第１６号 予算の繰越しについて（令和元年度土浦市一般会計繰越明許費繰越計算書) 

３ 報告第１７号 予算の繰越しについて（令和元年度土浦市一般会計事故繰越し繰越計算書) 

４ 報告第１８号 予算の繰越しについて（令和元年度土浦市下水道事業特別会計継続費繰越計算 

書) 

５ 報告第１９号 予算の繰越しについて（令和元年度土浦市下水道事業特別会計繰越明許費繰越 

計算書) 

 ６ 報告第２０号 予算の繰越しについて（令和元年度土浦市水道事業会計予算繰越計算書） 

【法人の経営状況 ３件】 

１ 報告第２１号 一般財団法人土浦市産業文化事業団の令和２年度事業計画について 

２ 報告第２２号 一般財団法人土浦市農業公社の令和２年度事業計画について 

３ 報告第２３号 株式会社ラクスマリーナの令和２年度事業計画について 

 

議 案 

【条例 ８件】  

１ 議案第３６号 土浦市国民健康保険税条例の一部改正について 

２ 議案第３７号 土浦市手数料条例の一部改正について 

３ 議案第３８号 土浦市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正について 

４ 議案第３９号 土浦市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

５ 議案第４０号 土浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

６ 議案第４１号 土浦市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について 

７ 議案第４２号 土浦市建築基準条例の一部改正について 

８ 議案第４３号 土浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

【補正予算 １件】 

１ 議案第４４号 令和２年度土浦市一般会計補正予算（第４回） 

【市道の認定等 １件】 

１ 議案第４５号 市道の路線の認定について 

【その他の単独議案 １件】 

１ 議案第４６号 土浦市土地開発公社の解散について 
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【条例 １件】（追加議案：最終日） 

１  議案第４７号 土浦市特別職の職員で常勤のものの給料月額の特例に関する条例の制定につい

て 

【補正予算 １件】（追加議案：最終日） 

１  議案第４８号 令和２年度土浦市一般会計補正予算（第５回） 

【人事 １件】（追加議案：最終日）  

１  議案第４９号 土浦市農業委員会委員の任命の同意について  
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令和２年第２回市議会定例会 報告 

 

 

 

【予算の繰越 ６件】 

【参考】 地方自治法施行令第 145条及び第 146条に基づく繰越の報告 

地方公営企業法第 26条第 3項に基づく繰越の報告（管理者→長） 

       翌年度の 5月 31日までに繰越計算書を調製 → 次の議会に報告 

 

１ 報告第１５号 予算の繰越しについて 

(令和元年度土浦市一般会計継続費繰越計算書) 

２ 報告第１６号 予算の繰越しについて 

(令和元年度土浦市一般会計繰越明許費繰越計算書) 

３ 報告第１７号 予算の繰越しについて 

         （令和元年度土浦市一般会計事故繰越し繰越計算書） 

４ 報告第１８号 予算の繰越しについて 

         （令和元年度土浦市下水道事業特別会計継続費繰越計算書） 

５ 報告第１９号 予算の繰越しについて 

         （令和元年度土浦市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書） 

６ 報告第２０号 予算の繰越しについて 

         （令和元年度土浦市水道事業会計予算繰越計算書） 
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● 繰越の概要 

 

 

〔参考〕 

 平成 28年度繰越額 7,792,335,553円（53件） 

 平成 29年度繰越額 2,799,536,906円（31件） 

 平成 30年度繰越額 1,875,897,945円（33件） 

 

  

区　　　　　分

 一般会計（継続費） 1,575,416,764 円 (2件)

 一般会計（繰越明許費） 793,209,449 円 (25件)

 一般会計（事故繰越し） 408,405 円 (1件)

 下水道事業（継続費） 95,380,000 円 (1件)

 下水道事業（繰越明許費） 408,949,900 円 (6件)

 水道事業 363,757,000 円 (2件)

計 3,237,121,518 円 (37件)

　繰　越　額　

・公共下水道事業維持管理事業
・公共下水道整備事業
・流域下水道事業

主　な　事　業

・プレミアム付商品券事業
・保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業
・一般地帯土地改良事業
・橋梁耐震対策事業
・橋梁長寿命化修繕事業
・道路新設改良事業
・亀城モール整備事業
・荒川沖木田余線（Ⅰ期）整備事業
・荒川沖木田余線（Ⅱ期）整備事業
・公営住宅敷地返還事業
・学校給食センター再整備事業

・配水管施設整備事業
・老朽管更新事業

・東筑波新治工業団地ポンプ場整備事業

・土浦市汚泥再生処理センター整備事業
・学校給食センター再整備事業

・畜産振興関係事業
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【法人の経営状況 ３件】               

【参考】 経営状況を公表する法人（地方自治法第 221条第 3項，第 243条の 3第 2項） 

・資本金，基本金の２分の１以上を出資している法人（地方自治法施行令第 152条） 

    ［出資の状況］ 

      産業文化事業団   3,000千円 （出捐金， 同    100％） 

      農 業 公 社    50,000千円 （出捐金， 同  83.3％） 

      ラクスマリーナ   30,000千円 （出資金， 同   100％） 

毎事業年度の事業計画及び決算に関する書類（地方自治法施行令第 173条）を提出 

 

１ 報告第２１号 一般財団法人土浦市産業文化事業団の令和２年度事業計画について 

２ 報告第２２号 一般財団法人土浦市農業公社の令和２年度事業計画について 

３ 報告第２３号 株式会社ラクスマリーナの令和２年度事業計画について 

●事業計画の内容 

法 人 主 な 事 業 計 画 

産業文化事業団 
水郷プール，水郷体育館，亀城プラザ，市民会館などの施設の営業 

霞ヶ浦観光にぎわい事業 

農業公社 
農地利用集積円滑化事業と農地中間管理事業，都市と農村の交流推進事業，

地域特産農産物の生産振興と販路拡大，施設の有効活用と地域の活性化 

ラクスマリーナ 
マリーナ事業の活性化，市民に親しまれるマリーナづくり，遊覧船事業の

魅力化，マリーナ事業安定化に向けた取り組み 
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令和２年第２回市議会定例会 議案 

 

 
 

【条例 ８件】 

１ 議案第３６号 土浦市国民健康保険税条例の一部改正について       

 

２ 議案第３７号 土浦市手数料条例の一部改正について           

 

３ 議案第３８号 土浦市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正について 

 

 

 

制 定 の 趣 旨 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（4月 7日閣議決定）に基づく改正 

制定の主な内容 ● 保険税の減免申請に係る特例の追加 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以下の世帯に属する被保険者について，

減免申請期限を設けない特例措置を追加 

・世帯主が死亡し，又は重篤な傷病を負った世帯 

・生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯 

施 行 期 日  公布の日（令和 2年 2月 1日から遡及適用） 

改 正 の 趣 旨 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の改正に伴う改正 

改正の主な内容 ● 共同住宅の設計一次エネルギー基準の評価に係る手数料の改正 

 〇共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化のため，共用部分の評価を除くことが可

能となった。 

 ・低炭素建築物新築等計画認定・変更認定申請手数料において，共用部分を評価し

ない場合の手数料を規定 

・建築物エネルギー消費性能向上計画認定・変更認定申請手数料，建築物エネルギ

ー消費性能認定申請手数料において，共用部分を評価しない場合の床面積の算出

方法を規定 

施 行 期 日  公布の日 

改 正 の 趣 旨 撤去・保管自転車等の返還費用を実費相当分とするための改正 

改正の主な内容 ● 自転車等放置禁止区域等から撤去し，保管した自転車等の返還費用の改正 

  

施 行 期 日  令和 2年 10月 1日 

（単位：円）
改正前 改正後

自転車 1,030 3,300
原動機付自転車 1,540 3,800
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４ 議案第３９号 土浦市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について                    

 

５ 議案第４０号 土浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正について            

 

６ 議案第４１号 土浦市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について  

 

改 正 の 趣 旨 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）の改正に伴う改正 

改正の主な内容 ● 基準の一部を緩和するための改正 

○卒園後の受け皿としての連携施設の確保を不要とすることができる要件の追加 

 ・市長が，保護者の希望に基づき，引き続き必要な教育又は保育が提供されるよ

う必要な措置を講じているとき 

○居宅訪問型保育事業を提供できる要件の追加 

 ・保護者の疾患や障害等により乳幼児の養育が困難な場合 

連携施設：家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満 3歳以上の児童に対

して必要な教育・保育が継続的に提供されるよう連携協力を行う保育所・

幼稚園・認定こども園 

施 行 期 日  公布の日 

改 正 の 趣 旨 
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準（内閣府令）の改正に伴う改正 

改正の主な内容 ● 基準の一部を緩和するための改正 

○特定地域型保育事業所卒園後の受け皿としての連携施設の確保を不要とするこ

とができる要件の追加 

 ・市長が，保護者の希望に基づき，引き続き必要な教育又は保育が提供されるよ

う必要な措置を講じているとき 

施 行 期 日  公布の日 

改 正 の 趣 旨 小児医療費に係る市単独助成対象の拡大に伴う改正 

改正の主な内容 ● 高校生相当年齢の者の対象拡大 

○小児マル福について，高校 3 年生相当年齢の外来の医療費まで拡大するととも

に，所得制限を撤廃 

 

施 行 期 日  令和 2年 10月 1日 

未就学児～小6 中1～中3 高校生相当

外来

入院

外来

入院 県制度

対象

超

内

県所得制限

市単独 市単独
（R2.10～拡大）
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７ 議案第４２号 土浦市建築基準条例の一部改正について        

 

８ 議案第４３号 土浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について                

 

【補正予算 １件】  

１ 議案第４４号 令和２年度土浦市一般会計補正予算（第４回） 

 

 

☆予算総括表
（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

 一般会計 65,639,147 150,520 65,789,667

107,434,147 150,520 107,584,667

会　計　別

合　　計　（全会計）

一般会計歳入歳出予算
（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

国庫支出金 22,762,994 37,236 22,800,230

県支出金 3,739,311 41,715 3,781,026

繰越金 177,224 71,569 248,793

65,639,147 150,520 65,789,667

総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,541,835 11,009 4,552,844

民生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,838,852 135,732 34,974,584

商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,136,475 3,779 1,140,254

65,639,147 150,520 65,789,667

合　　計

区　　　分

歳 入

合　　計

歳 出

改 正 の 趣 旨 建築基準法施行令の改正に伴う改正 

改正の主な内容 ● 条項ズレの整理  

・防火区画に関し，吹抜き等の空間部分における緩和要件が追加されたことに伴う

項ズレの整理 

施 行 期 日  公布の日 

改 正 の 趣 旨 
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）の改正に伴

う改正 

改正の主な内容 ● 放課後児童支援員の要件の拡大に係る改正 

 ○放課後児童支援員認定資格研修の実施の事務・権限に中核市の長が追加されたこ

とによる要件の追加。 

  現 行：知事又は政令指定都市の長が行う研修を修了したもの 

         ↓ 

  改正後：知事又は政令指定都市若しくは中核市の長が行う研修を修了したもの 

施 行 期 日  公布の日 
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一　般　会　計　　　

国県支出金 地方債 その他 一般財源

2　総務費 1　総務管理費 9　企画費 3,080 3,080 企画費関係新型コロナウイルス感染症対策事業 3,080

10　事務管理費 5,300 5,300 0 マイキーＩＤ設定支援事業（政策企画課） 5,300

3　戸籍住民基 1　戸籍住民基 2,629 6,111 ▲ 3,482 戸籍住民基本台帳関係事業（市民課） 2,629
本台帳費 本台帳費

3　民生費 1　社会福祉費 5　老人福祉費 7,551 7,551 0 老人福祉施設開設準備経費助成事業（高齢福祉課） 7,551

33,600 33,600 0 地域密着型老人福祉施設整備推進事業（高齢福祉課） 33,600

9　生活困窮者 29,805 22,353 7,452 生活困窮者自立支援事業（社会福祉課） 29,805
自立支援事
業費

2　児童福祉費 3　児童手当費 61,861 61,861 就学前児童に対する臨時給付金支給事業（新型コロナウイ 61,861

6　私立保育 2,255 1,817 438 私立保育園整備事業（こども福祉課） 2,255
園費

3　生活保護費 1　生活保護総 660 330 330 生活保護対策事業（社会福祉課） 660
務費

6　商工費 1　商工費 3　商業近代化 3,779 1,889 1,890 土浦市中心市街地開業支援事業（商工観光課） 3,779
促進事業費

一般財源 71,569

●繰越金　71,569千円

・小規模多機能型居宅介護事業所の整備に対する補助金
　補助金　33,600千円×1施設＝33,600千円
【歳入】
　地域医療介護総合確保事業費補助金  （県支出金）　　33,600千円

款 目項

71,5690歳出合計

令和２年度第４回補正予算（令和２年第２回定例会）　概要

補正予算額 備　　考

（単位：千円）

補正予算の財源内訳

150,520 078,951

・中心市街地開業支援事業補助金の増
【歳入】
商店街活性化支援事業費社会資本整備総合交付金(国庫支出金)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,889千円

（政策企画課）
・移動スーパー等を展開する事業者に対する助成金
　買い物難民支援事業費補助金　2,000千円×1事業者＝2,000千円
・茨城県産品お取り寄せサイトにおいて、市内事業者が出品している商品の配
送料に対する補助金
　960円×500件＋1,200円×500件＝1,080千円

・マイキーIDの設定支援及びマイナポイント申込支援を行うための事務費の増
　非常勤職員報酬等　5,076千円
　消耗品費　224千円
【歳入】
　マイナポイント事業費補助金(国庫支出金)　　　　 　5,300千円

・個人番号カード関連事務交付金(市町村負担金)の増
【歳入】
　個人番号カード交付事業費補助金（国庫支出金）　　　6,111千円

・小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する補助金
　補助金　839千円×9床＝7,551千円
【歳入】
　地域医療介護総合確保事業費補助金  （県支出金）　　7,551千円

ルス感染症関係独自給付）（こども福祉課）
・児童手当を受給する世帯の０～５歳児に対する食費負担の支援の増
<対象者>
　国の「子育て世帯への臨時特別給付金」（以下「国の給付金」）の対象となっ
た0～5歳児
　事務費　1,861千円
　給付金　6,000人×10千円＝60,000千円

・生活保護法の改正に伴う生活保護システム改修委託料の増
【歳入】
生活保護適正化等事業費補助金（国庫支出金）　330千円

・新型コロナウイルス感染症拡大を受けた支給対象者拡大による住居確保給
付金の増
【歳入】
　生活困窮者自立相談支援事業費等負担金  （国庫支出金）　　22,353千円

・認定こども園であるもみじこども園に対する国交付金基準額が増額となったこ
とに伴う補助金の増
【歳入】
　保育所等整備交付金(国庫支出金)　　　　 　1,253千円
　認定こども園施設整備費補助金（県支出金）　564千円
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【市道の認定等 １件】 

１ 議案第４５号 市道の路線の認定について 

 

 

1 中高津二丁目 36号線 概要 民間会社の開発行為に伴う認定 

延長 35.42ｍ 

幅員 6.00ｍ 

2 中高津二丁目 37号線 概要 民間会社の開発行為に伴う認定 

延長 30.63ｍ 

幅員 6.00ｍ～9.00ｍ 

 

 

国道６号

土浦第四中学校

茨城県土浦土木事務所

中高津二丁目３６号線

開発区域

中高津二丁目３７号線

位置図 
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令和２年第２回市議会定例会最終日追加議案 

 

【その他の単独議案 １件】 

１ 議案第４６号 土浦市土地開発公社の解散について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【条 例 １件】             

 

１  議案第４７号 土浦市特別職の職員で常勤のものの給料月額の特例に関する条例の制定

について 

  

条 例 の 趣 旨 常勤特別職（市長・副市長・教育長）の給料月額の特例を規定 

条例の主な内容 ● 常勤特別職の給料月額について，本来の額から 100分の 10を減額した額とする 

規定 

 ・特例による給料月額 

 土浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例  

 

 ・適用する期間 

    令和 2年 7月 1日から令和 2年 10月 31日まで 

 ・条例の有効期限 

    令和 2年 10月 31日 

    ※廃止措置はとらず，有効期限の到来により効力を失う。 

施 行 期 日  令和 2年 7月 1日 

本来給料月額 特例給料月額 人数 月数 削減額

市　長 968,000 871,200 1 4 387,200

副市長 790,000 711,000 2 4 632,000

教育長 710,000 639,000 1 4 284,000

1,303,200計

【参考】 公有地の拡大の推進に関する法律 

第 10条 （略） 

2 地方公共団体は，土地開発公社を設立しようとするときは，その議会の議決を経て定款を定め，都

道府県又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあっては主務大臣，その他の場合にあっ

ては都道府県知事の認可を受けなければならない。 

第 22条 土地開発公社は，設立団体がその議会の議決を経て第 10条第 2項の規定の例により主務大

臣又は都道府県知事の認可を受けたときに，解散する。 
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【補正予算 １件】             

 

１  議案第４８号 令和２年度土浦市一般会計補正予算（第５回） 

 

 

 

 

【人 事 １件】(最終日：追加議案)              

 

１ 議案第４７号 土浦市農業委員会委員の任命の同意について 

 

 

☆予算総括表
（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

 一般会計 65,789,667 380,080 66,169,747

107,584,667 380,080 107,964,747

会　計　別

合　　計　（全会計）

一般会計歳入歳出予算
（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

繰越金 248,793 380,080 628,873

65,789,667 380,080 66,169,747

総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,552,844 △ 1,019 4,551,825

商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,140,254 381,383 1,521,637

教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,172,017 △ 284 6,171,733

65,789,667 380,080 66,169,747

合　　計

区　　　分

歳 入

合　　計

歳 出

一　般　会　計　　　

国県支出金 地方債 その他 一般財源

2　総務費 1　総務管 1　一般管 ▲ 1,019 ▲ 1,019 職員給与計算事業（人事課） ▲ 1,019
理費 理費

6　商工費 1　商工費 2　商工業振 14,500 14,500 クラウドファンディング支援事業（新型コロナウイルス対 14,500
興費

366,883 366,883 プレミアム付商品券発行事業（新型コロナウイルス対 366,883

9　教育費 1　教育総 2　事務局費 ▲ 284 ▲ 284 職員給与計算事業（教育総務課） ▲ 284
務費

一般財源の内訳 380,080
 　●繰越金の増 380,080

令和２年度第５回補正予算（令和２年第２回定例会追加）　概要

補正予算額 備　　考

（単位：千円）

補正予算の財源内訳

策）（商工観光課）
・クラウドファンディングを活用し資金調達を推進する土浦市商店街
　連合会に対する補助金の増

・新型コロナウイルス感染症対策事業費の財源とするための教育長
　の給料の減
　　教育長　710千円×▲10％×4か月＝▲284千円

款 目項

・新型コロナウイルス感染症対策事業費の財源とするための市長及び
　副市長の給料の減
　　市　長　968千円×▲10％×4か月＝▲387千円
　　副市長　790千円×▲10％×4か月×2人＝▲632千円

策）（商工観光課）
・流行収束後の消費喚起と事業者支援を図るため，10,000円に50％の
　プレミアムを付した商品券を発行する土浦商工会議所に対する補助
　金の増

0 0 0 380,080歳出合計 380,080


